
令和 年 月 日

特定建設作業を実施するので、

(騒音) 法 1 2 3 4 5 6 7 8

条例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(振動) 法 1 2 3 4 条例 1 2 3 4

(騒音) 法

条例

(振動) 法 条例

令和 年 月 日

令和 年 月 日 日間

下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当
該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 電話番号

※受理年月日

※審査結果

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号

下請負人が特定建設作業を実施する場合は、
当 該 下 請 負 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所
並 び に 法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 電話番号

時間

騒 音 、 振 動 の 防 止 の 方 法

発 注 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に
法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 電話番号

特 定 建 設 作 業 の 場 所

特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間

特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 了 の 時 刻
作業開始 作業終了 作業日 実働時間

時から 時まで

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

特 定 建 設 作 業 の 種 類

特定建設作業に使用される騒音規制法、振動
規制法、県民の生活環境の保全等に関する条
例 に 規 定 す る 機 械 の 名 称 、 型 式 及 び 仕 様

代表者名

騒 音 規 制 法 第 14 条 第 1 項 （ 第 2 項 ）

振 動 規 制 法 第 14 条 第 1 項 （ 第 2 項 ） 　の規定により、次のとおり届け出ます。

県民の生活環境の保全等に関する条例第46条第1項（第2項）

建 設 工 事 の 名 称

特定建設作業実施届出書

　　　新 城 市 長　　様

届出者 郵便番号

住　　所

名　　称



作業期間

3 3
舗装版破壊機を使用する作
業

4 4 ブレーカーを使用する作業

10
ロードローラーを使用する
作業

振
動
関
係

1 1
くい打機、くい抜機又はく
い打くい抜機使用する作業

2 2
鉄球を使用して建設物を破
壊する作業

8
コンクリートカッターを使
用する作業

9
ブルドーザー、バックホウ
等を使用する作業

6
建設物を動力、鉄球等で解
体破壊する作業

7
コンクリートミキサー車等
を使用する作業

7
トラクターショベルを使用
する作業

8
ブルドーザーを使用する作
業

5 5
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ又はｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝ
ﾄを設けて行う作業

6 バックホウを使用する作業

びょう打機を使用する作業

3 3 さく岩機を使用する作業

4 4 空気圧縮機を使用する作業

月 月

騒
音
関
係

1 1
くい打機、くい抜機又はく
い打くい抜機使用する作業

2 2

月 月 月

特　定　建　設　作　業　実　施　工　程　表

～

規制
対象

法 条例 建設作業
月

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25


